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学校いじめ防止基本方針 

１ 基本理念 

いじめが、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格

の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあることに

鑑み、学校においては、いじめ防止のために万全の対策を講じるものとする。 

いじめは、全ての生徒に関係する問題であり、いじめ防止等のための対策は、全生徒が学習やその他の

活動などの学校生活全般に渡り、安心して様々な活動に取り組むことができるよう、学校内外を問わず、

いじめが行われなくなるようにすることを旨として行う。 

いじめ防止等のための対策は、全ての生徒がいじめを行わず、他の生徒等に対して行われるいじめを認

識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒等の心身に及ぼす影響その他のいじ

めの問題に関すること、また、いじめがゆるされない行為であること等について、生徒に十分理解させる

などいじめの対策を総合的かつ効果的に推進する。 

 

２ いじめの定義 

『いじめ』･･･児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児 

童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影    

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）で 

あって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているも 

のをいう。 

※行為自体の問題性の軽重で深刻性を判断しない 

⇒それがもたらす心身の苦痛を見据えて深刻性を判断する 

 

学校における具体的ないじめの態様は以下のようなものが考えられる。 

①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをいわれる。 

②仲間はずれや集団による無視をされる。 

③軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

⑤金品をたかられる。 

⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

⑧パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 

⑨性的いたずらをされる 等 

 これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談す

ることが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に

通報することが必要なものが含まれる。 

 これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察へ相談・通報の上、

警察と連携した対応を取ることが必要である。 

 



３ いじめの禁止 

いじめ防止対策推進法第４条では、「児童等は、いじめを行ってはならない」と規定されている。 

 

４ いじめ防止等のための実効的組織 

 いじめの防止等を実効的に行うために、次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置する。 

名称は「生徒支援・いじめ防止対策委員会」とする。 

 〈構成員〉 

  校長、教頭、生徒指導主事、各学年生徒指導担当、教育相談担当、養護教諭、(スクールカウンセラ 

ー)。 

 〈活動〉 

①いじめの早期発見に関すること（定期的なアンケート調査、教育相談、組織での対応策等） 

②いじめ防止に関すること（生徒、職員、保護者等への啓発等） 

③いじめ事案に対する対応に関すること（情報収集、事案の整理・分析、対応策検討・実施等） 

④いじめが心身に及ぼす影響その他の問題に関する生徒理解を深めること（指導法検討・実施等） 

 〈開催〉 

 週一回週時程に位置づけ定例開催とし、いじめ事案の発生時は緊急開催とする。 

 

５ 「生徒指導・いじめ防止対策委員会」と学校全体の組織としての対応と課題 

いじめの防止等は、学校全体の組織で一体となった取り組みを行う。重要な点は、第一発見者（直

接、間接、アンケート等）や学級担任などの職員個々の対応とせず、学年や生徒指導・いじめ防止対策

委員会等との連携による学校全体の組織で対応することが肝要である。 

また、確認できた事実については、生徒指導・いじめ防止対策委員会を経て迅速に被害生徒及び加害

生徒の保護者に伝え、学校とともに情報を共有の上、連携して解決することが重要である。 

学校は、いじめの防止や発見等のいじめに係る対応等を迅速かつ的確に対応するために、常日頃から

生徒との対話に努めるとともに、職員間の情報共有と共通実践、また、保護者との対話による信頼関係

の構築と温かみのある対応に努めることが重要である。 

 

６ 「いじめの防止」について 

（１）基本的な考え方 

  いじめの防止については、「いじめ防止対策推進法」という法律に基づいた、児童生徒の尊厳を保

持するための尊い活動であることから、いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめへの対処、地

域や家庭との連携、関係機関との連携について、学校全体の組織的対応をもって推進する。 

 

（２）教職員 

   〈学級担任・副担任〉 

①日常的にいじめ問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級全

体に醸成する。 

②はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定しているということを理解させ、いじめの

傍観者からいじめを抑制する仲裁者への転換を促す。 

 



③道徳の授業において豊かな心を養うとともに、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりを進

める。 

④互いに認め励まし合う支持的風土の学級づくりに取り組む。 

⑤教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすること

のないよう、公正・公平な指導の在り方に細心の注意を払う。 

⑥いじめ背景にはストレスやその原因となる要因（ストレッサー）が存在することから、学校生活

が原因となるストレスを減らすよう環境改善に努める。 

 

    〈養護教諭〉 

  ①学校保健委員会等の学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げる。 

②心身の健康相談や教育相談を通して、いじめの早期発見に努める。 

  

  〈生徒指導主事〉 

  ①いじめの早期発見について職員への啓発を継続し、いじめを出さない学校の雰囲気をつくる。 

②いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、職員間の共通理解を図る。         

   ③日頃から関係機関等を定期的に訪問し、情報交換や連携に取り組む。 

④いじめ発生時には、「生徒指導・いじめ防止対策委員会」を開催し、対応策を検討。解決策を講じ

ていく際の中核となる。 

 

〈管理職〉 

①全校集会などで日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との 

雰囲気を学校全体に醸成する。 

    ②学級・学年経営の充実や学校行事等により、互いに認め励まし合う支持的風土の学級・学校 

づくりを推進する。 

③学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等 

に計画的に取り組む。 

④生徒が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極  

的に設けるよう教職員に働きかける。 

⑤いじめの問題に生徒自らが主体的に参加する取組を推進する。 

 

 （２）生徒 

  ①自分の考えや思いを相手に伝える表現力や相手の気持ちを思いやる心、協調性及び人権意識を 

高める。 

  ②友達同士認め合ったり、協力し合ったり、相手の人間性を尊重することの大切さを常に意識 

し、集団の質の向上を図る。 

  ③対話により学び合う学級や学年、部活動等での望ましい関係づくりに努める。 

  ④生徒会等の自治組織で、「いじめ撲滅」の機運を高める取り組みを行う。 

 

 （３）保護者（地域） 

①三者面談、ＰＴＡ活動及び部活動保護者会、学校公開日などあらゆる機会を利用して、保護 



者（地域）との連携を十分に図る。 

②学校ホームページ、学校だより等を通した適切な情報提供に務めるとともに、積極的に地域 

行事等に参加することにより、地域住民との連携を深める。 

③学校警察連絡協議会、市及び校区別生徒指導連絡会などを定期的に開催することにより、関 

 係機関との連携を十分深めておく。 

 

いじめ対策年間指導計画 

 取組事項・校内研修等 教職員におけるいじめ防止等の手立て 

４月 ・新学級担任へのいじめ認知案件といじめ解消時期の引き継
ぎ 
・１学期始業式の出席確認 
・校内研修（いじめ防止基本方針） 

・いじめ防止に向けた共通理解 
・未然防止に向けたいじめに関する学級指導 
・被害児童 加害児童 傍観者への指導 
・問題行動発生の際は、管理職へ報告 
保護者（被害生徒、加害生徒、必要に応じて傍観
者生徒）への報告 
・いじめの実態把握 
・生徒との情報交換と共通理解 
・報告、連絡、相談、記録の確認 
・問題行動マニュアルの確認 

５月 
・連休の過ごし方 
・アセスの実施 
・学校生活アンケート（４月分） 
・サイバー犯罪防止教室 

・学校生活についての調査 
・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 
・情報モラルの醸成 

６月 
・学校生活アンケート（５月分） 
・教育相談アンケート調査 
・教育相談（全生徒） 
・いじめ防止月間の取り組み 

・学校や家庭で困ったり、悩んだりしていること
等について相談 
・いじめの実態把握 
・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめを許さない風土の醸成 

７月 
・学校生活アンケート（６月分、７月分） 
・夏休みの過ごし方指導 
・三者面談 

・保護者との情報交換、相談、いじめ防止の啓発 
・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 

８月 
・校内研修（生徒指導・教育相談・特別支援教育・アセス分
析） 

・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 
・生徒理解と問題行動への対応 
・校内における生徒支援体制の課題・改善策の協
議 
・欠席生徒の所在確認 
 

９月 
・学校生活アンケート（８月分） 
・教育相談アンケート調査 
・教育相談（全生徒） 

・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 
 

１０月 
・学校生活アンケート（９月分） 
 

・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 

１１月 
・学校生活アンケート（１０月分） 
・性と生を考える教室 
・生徒支援体制・いじめ防止基本方針の見直し 

・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 
・P D C A サイクル 

１２月 
・学校生活アンケート（１１月分） 
・性と生を考える教室 
・薬物乱用防止教室 
・三者面談 
・冬休みの過ごし方指導 

・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 
・P D C A サイクル 

１月 
・学校生活アンケート（１２月分） 
・教育相談（全生徒） 
・三者面談（3 年） 

・欠席生徒の所在確認 
・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 
・P D C A サイクル 

２月 
・学校生活アンケート（１月分） 
 

・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 
 

３月 
・学校生活アンケート（２月分、３月分） 
・春休みの過ごし方指導 
・生徒支援体制・いじめ防止基本方針の改定、HP 掲載 
 

・生徒との情報交換と共通理解 
・いじめの実態把握 
・次年度に向けた引き継ぎの確認 



７ 「早期発見」「初期対応」について   

 （１）校内における備え 

   ①いじめ防止等のための対策に関する研修の実施、その他のいじめの防止等のための対策 

に関する教職員の資質の向上に必要な措置を計画的に行うため、年間計画に位置付けて 

校内研修を実施する。 

②年度初め（4月）の校内研修において、全職員でのいじめ防止基本方針の確認を行う。 

     また、「いじめ重大事態に対する平時からの備え」「いじめの重大事態の調査に関する 

ガイドライン」を全職員で確認・調査し、校内のいじめ防止体制の共通理解を図る。 

 

いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について（令和６年 8月 30 日通知） 

〇チェックリスト「いじめ重大事態に対する平時からの備え」「いじめの重大事態の調査 

に関するガイドライン」 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400142_00006.htm 

 

（２）教職員の役割 

 〈学級担任〉 

①日頃からの生徒との対話により信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見 

逃さないようアンテナを高く保つ。 

②休み時間、放課後の生徒との雑談等から、交遊関係や悩みを把握する。 

③定期教育相談（年３回）や日常的な教育相談及び個人面談等を活用し、生徒の把握に努める。 

④いじめやその疑いを感じたら、迅速に「生徒指導・いじめ防止対策委員会」に報告し、対応す 

る。いじめの状況等については、被害者及び加害者双方の保護者への情報提供と、学校と保護 

者が連携して解決策を講じていく際の中心となる。 

 

〈養護教諭〉 

  ①保健室を利用する生徒との雑談などで、その様子に目を配るとともに、いつもと何か違うと感じた

ときは、その機会を捉え悩みを聞く。 

②日頃から、生徒の心身の健康状況に気を配り、生徒との対話により心身の状況変化に留意す 

る。 

  

〈生徒指導主事・教育相談担当〉 

  ①定期的（毎月）なアンケート調査や教育相談などの実施に計画的に取り組む。 

  ②休み時間や給食準備時間などでの校内巡視や放課後の校区内巡回などにおいて、生徒が生活す 

る場の異常の有無を確認する。 

  ③保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について周知する。 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400142_00006.htm


 〈管理職〉 

①生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。 

②学校における教育相談が、生徒の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適切に機能する 

ようにする。 

 

  (３)保護者（地域） 

    ①家庭での変化等を見逃さず、積極的に相談できる体制をつくる。 

②地域より、登下校時、放課後の様子などを寄せてもらえるような体制をつくる。 

 

８ 「いじめに対する措置」について 

 （１）情報収集  

   〈学級担任・養護教諭〉 

①いじめと疑われる行為を発見した場合その場でその行為を止める（暴力を伴ういじめの場合 

は、複数の教員が直ちに現場に駆けつける） 

②生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に対応す 

る。 

③発見、通報を受けた場合は、速やかに関係生徒から情報収集し、正確な実態把握を行う。 

④聞き取りの際には、他の生徒の目に触れないよう、場所、時間などに慎重な配慮を行う。 

⑤いじめた生徒が複数いる場合には、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。 

   〈いじめ防止対策委員会〉 

①教職員、生徒、保護者、地域住民、その他からいじめの情報を集める。 

②その際、得られた情報は確実に記録に残す。 

③一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握する。 

 

 （２）指導・支援体制 

  〈いじめ防止対策委員会〉 

①正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む。 

     ○被害、加害生徒への対応        ○各保護者への対応 

     ○学校と保護者等による教育相談会の実施 

     ○教育委員会や関係機関等との連携の必要性の有無 等（学校は、重大事態が発生した場合に 

は、直ちに学校の設置者に報告し、その指導・助言を受ける） 

   ②ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つこと 

が必要 

   ③生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報 

し、適切に援助を求める。 

   ④現状を常に把握し、随時、指導支援体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。 



 （３）生徒への指導・支援 

   〈被害生徒への対応〉 

   ①被害生徒、被害を知らせてくれた生徒の安全を確保するとともに、生徒本人へ、安全の保障 

を伝え、不安を取り除く。 

   ②被害生徒が信頼する人物（親しい友人や教職員、家族、地域住民等）と連携し、被害生徒に寄り 

添い支える体制をつくる。 

   ③被害生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきり伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意 

する。 

 

   〈加害生徒への対応〉 

   ①いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の 

責任を自覚させる。 

   ②必要に応じて、別室指導や出席停止制度を活用し、被害生徒が落ち着いて教育を受ける権利の確 

保を図る。 

   ③指導が十分な効果を上げることが困難な場合は、所轄警察署と連携して対応する。 

   ④加害生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、根本解決を目指す。 

   ⑤不満やストレスがあっても、いじめに向かうのではなく、運動や読書などで的確に発散でき 

る力を育む。 

  

   〈傍観者・周りで見ていた生徒・はやし立てる生徒への対応〉 

   ①傍観する生徒には、いじめは他人事でなないことを理解させるとともに、傍観はいじめの行 

為への加担と同じであることに気づかせる。また、いじめを知らせる勇気をもつよう指導す 

る。 

②はやし立てる生徒には、いじめの行為と同じであることを理解させるとともに、被害者の気 

持ちになって、いじめの加害者と同様の立場にあることに気づかせる。 

 

   〈学級担任等〉 

   ①学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度 

を行き渡らせるようにする。 

   ②いじめについて、話し合いなどを通して、自分たちの問題として考えさせる。 

 

   〈いじめ防止対策委員会〉 

   ①状況に応じて、スクールカウンセラーや教育相談員等の協力が得られるよう、対応に困難が 

ある場合のサポート体制を整えておく 

     ②いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を 

行う。 



  （４）保護者との連携 

   ①家庭訪問（被害、加害生徒家庭。また、担任を中心に複数人で対応）などにより、迅速に事 

実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話しあう。 

   ②被害生徒の安全の保証や秘密の保持を約束し、できるかぎり保護者の不安を除去する。 

   ③事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明したいじめ事案に関する情報を適切に 

提供する。 

 

 （５）いじめに対する措置 

   〇いじめは、単に謝罪を持って安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態

とは、少なくとも次の 2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たさ

れている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。 

 

①いじめに係る行為が止んでいること 

被害者に対する心理的又は物理的な影響をあたえる行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。【少なくとも 3か月を目安とす

る】 

※いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安に

かかわらず、学校の設置者又はいじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものと

する。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視

し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定

して状況を注視する。 

 

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認め

られること。※被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを

面談等により確認する。上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過

ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ること

を踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に

注意深く観察する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



いじめ事案への対応フロー図① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートや相談、申告、通知、発見によるいじめと疑われる事案の認知 

 

重大事態の発生 

フロー図②へ 

 

教育委員会へ報告 

いじめではないと
判断 

いじめと判断 

いじめに対する措置・対応 

 

改善・解決 

 
※いじめ事案の内容によって

必要と認めた時は、所轄警察

書に相談・通報し連携する 

 

管理職による対応の決定 

 

＜事案対応＞ 
①被害者生徒のケア  ②加害者生徒の指導、説諭 
③周囲の生徒の対応  ④保護者への連絡 

 

管理職、学年主任、職員による判断 

 

 

発見者→担任、学年生徒指導→学年職員 

 

措置・対応の検証・修正 

※本人からの訴えの場合は、いじめと判断し

対応する 

 

管理職、生徒指導への報告 

 

 

＜事案調査＞ 

生徒への聴取・ 

情報収集 

＊複数の職員で行う。 

 

管理職、生徒指導への報告 

 

 

《聞き取りの手順》 

①被害の訴えの 

ある生徒 

②周囲の生徒・ 

 傍観者 

③加害が疑われ 

る生徒 

《関与生徒への報告手順》 

①加害が疑われる生徒保護者    ②被害の訴えのある生徒保護者 

保護者への報告 

 

 



９ 重大事態への対処 

①重大事態の意味 

いじめの重大事態については、法第２８条第１項に、次に掲げる場合として、規定がある。 

 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが

あると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて 

いる疑いがあると認めるとき。 

また、この場合の例として、 
○児童生徒が自殺を企図した場合    ○身体に重大な傷害を負った場合 
○金品等に重大な被害を被った場合   ○精神性の疾患を発症した場合   などが考えられる。 
 
②重大事態の発生と調査 
重大事態が発生した場合には、直ちに、市教育委員会に報告する。 
法第２８条第１項によれば、重大事態が発生した場合には、学校が主体となって調査を行う場合
と、学校の設置者として市教育委員会が主体となって調査を行う場合とが考えられ、その判断は市教
育委員会が行うこととなっている。 
したがって、市教育委員会からの指示により、学校が主体となって調査を行う場合は、校長が「学
校いじめ調査委員会」を設置して、適切に取り組む。また、市教育委員会が主体となって調査を行う
場合には、その調査に協力する。 

③調査結果の提供及び報告 
学校は、「学校いじめ調査委員会」の調査結果を受けて、調査により明らかになった事 
実関係や再発防止策について、いじめを受けた児童（生徒）やその保護者に対して、適時・適
切な方法で説明を行う。なお、これらの情報の提供にあたっては、他の児童（生徒）のプライ
バシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供するものとする。 
また、調査結果については、学校が市教育委員会に報告し、市教育委員会が市長に報告す
る。 

参考≪重大事態の調査主体と調査組織≫市基本方針より 
 (ａ) 学校が主体となって調査を行う場合 
〔対象事案〕 
○いじめにより、当該学校に在籍する児童生徒の心身又は財産に重大な被害が生じた疑 
いがあると認める場合 
○いじめにより、当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀 
なくされている疑いがあると認めるとき 

〔調査組織〕 
学校に設置の「学校いじめ防止等対策委員会」を母体として、学校評議員、ＰＴＡ役 
員、学校医などの学校以外の委員を加えるなど、公平性・中立性の確保に努めた構成に 
より、学校長が調査組織である「緊急調査委員会」を設置する。 

(ｂ) 学校の設置者が主体となって調査を行う場合 
〔対象事案〕 
○学校が主体となって調査を行う場合以外の事案 
ただし、従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏 

まえ、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも 
十分な結果を得られないと市教育委員会が判断する場合には、学校の設置者が主体とな 
って調査を行うものとする。 
〔調査組織〕 
専門的な知識及び経験を有する第三者による構成によって、条例によりあらかじめ設 
置される市教育委員会の附属機関を調査組織とする。 

 



いじめ事案への対応フロー図②（重大事態発生時） 
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令和８年度 ４月 兼城中学校 学校生活・いじめに関するアンケート  

このアンケートは、みなさんが楽しく学校生活を送れるようにするために実施します。日頃

の学校生活を振り返って、問いに答えてください。 

年  組  名前           
※名前は、書かなくてもかまいません。 

 

問１ あなたは、誰かから（同じクラスや学年の人だけではなく、違う学年や他の学校の人も

含む）、問２の①～⑨に当たるようなことをされて、いやな思いをした事はあります

か？ 

（ ） ある      （ ） ない 

※「ある」と答えた人は問2,3,4,5に、「ない」と答えた人は問4,5に答えてください。 

 

問２ それはどのようなことですか。されたこと全てに○をしてください。 

①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをいわれる。 

②仲間はずれや集団による無視をされる。 

③軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

⑤金品をたかられる。 

⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

⑧パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 

⑨性的いたずらをされる 等 

 

問３ 今はどうなっていますか？ 当てはまる番号を○で囲んでください。  

①今はない   ②今もときどきある   ③今もよくある 

 

問４ いじめられている人を見たことがありますか？ 当てはまる番号を○で囲んでください。 

①ある       ②ない 

 

「ある」に○をつけた人は、知っていること（いつ頃、誰が、誰をなど）を書いてください。 

 

 

 

 

問５ 令和８年、あなたが頑張りたいことは！？ (先生たちにみんなの声を届けて！) 

 

 

 

 

 



 

保護者用いじめのサイン 発見シート 

※チェック項目は，政府広報／文部科学省「いじめのサイン発見シート」より引用しました。 

 いじめの早期発見チェックポイント（ダブルチェックで再確認） 

朝(

登
校
前) 

 

□ □朝起きてこない。布団からなかなか出てこない 

□ □朝になると体の具合が悪いと言い、学校を休みたがる。 

□ □遅刻や早退がふえた。 

□ □食欲がなくなったり、だまって食べるようになる。 

夕(

下
校
後) 

 

□ □ケータイ電話やメールの着信音におびえる。 

□ □勉強しなくなる。集中力がない。 

□ □家からお金を持ち出したり、必要以上のお金をほしがる。 

□ □遊びの中で、笑われたり、からかわれたり、命令されている。 

□ □親しい友達が遊びに来ない、遊びに行かない。 

夜(

就
寝
前) 

□ □表情が暗く、家族との会話も少なくなった。 

□ □ささいなことでイライラしたり、物にあたったりする。 

□ □学校や友達の話題がへった。 

□ □自分の部屋に閉じこもる時間がふえた。 

□ □パソコンやスマホをいつも気にしている。 

□ □理由をはっきり言わないアザや傷跡がある。 

夜
間(

就
寝
後) 

□ □寝つきが悪かったり、夜眠れなかったりする日が続く。 

□ □学校で使う物や持ち物がなくなったり、こわれている。 

□ □教科書やノートにいやがらせの落書きをされたり、やぶられたりしている。 

□ □服がよごれていたり、やぶれていたりする。 

■ 「いじめ」をしていませんか。 

＊いじめる側になっていると、次のようなサインが出ていることがあります。 

□ □言葉づかいが荒くなる。言うことをきかない。人のことをばかにする。 

□ □買ったおぼえのない物を持っている。 

□ □与えたお金以上のものを持っている。おこづかいでは買えない物を持っている。 

■「あれ？」もしかしてと思ったら・・・ 

○様子がおかしくても、問いつめたり、結論を急いだりしないようにしましょう。 

○何があっても「守り抜く」「必ず助ける」ことを真剣に伝えましょう。 

○いじめている人が悪く、いじめられている人は悪くないと伝えましょう。 

○子どもに次のようなことは言わないようにしましょう。 

「無視しなさい」「大したことではない」「あなたにも悪いところがある」 

「いじめられるほうが悪い」「弱いからいじめられる」 

※ご家族だけで悩まずに、心配なことは学校へ相談してください。 

また、24 時間子供ＳＯＳダイヤルでは全国どこからでも悩み相談ができます。0120-0-78310（なやみいおう） 

 

多くの子どもたちが、だれにも相談できずにいる「いじめのこと」。言葉では伝えられなくて

も、「いじめ」があれば毎日の生活の中に、これまでとちがった行動や胎動などが現れます。

「いじめのサイン発見シート」を使ってふだんの生活との違いを確認してください。 

 



～誹謗中傷メッセージや画像等の削除は早急に対応！～ 

第１段階 電話相談 ・警察専用電話・・・・・・ #9110 

          ・子どもの人権 110 番・・・0120-007-110 

          ・Sorae(ソラエ)・・・・・098-943-5335 ※平日のみ 

第２段階 削除等の対応方法及び相談 

１ 削除等の対応方法・・・「#NoHeartNoSNS（ハートがなけりゃ SNS じゃない！）」 

【特設サイト】https://no-heart-no-sns.smaj.or.jp/ 

２ 削除等の相談・・・・・ネットの誹謗中傷ホットライン 

https://www.saferinternet.or.jp/bullying/ 

インターネットホットラインセンター 

https://no-heart-no-sns.smaj.or.jp/
https://www.saferinternet.or.jp/bullying/
https://www.saferinternet.or.jp/bullying/


文部科学省 いじめの認知について （2019/6/26 PDF）

 



 

 



『沖縄県いじめ対応ﾏﾆｭｱﾙ 改訂版』 (令和 7年 3月)より抜粋 
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いじめ発生時における資料 

 



 



いじめ初期対応チェックシート 



警察と連携した「いじめ問題」への対応について 



 



参考資料（沖縄県いじめ対応マニュアル 改訂版（令和 5年 11月））より 

 

○「生徒指導提要（改訂版）」（令和４年１２月） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008_00001.htm 

 

○「いじめの問題に対する施策」(文部科学省 HP) 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm 

「いじめ問題に対する施策」(文部課科学省ホームページ)より抽出 

・「いじめ防止対策推進法」（平成２５年法律第７１号） 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1406848.htm 

・「いじめの防止等のための基本的な方針」 

（平成２５年１０月１１日文部科学大臣決定（最終改定平成２９年３月１４日） 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_007.pdf 

・「いじめの正確な認知に向けた教職員間での共通理解の形成及び新年度に向けた取組について」 

（平成２８年３月１８日付け２７初児生第４２号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400170.htm 

・「不登校重大事態に係る調査の指針」（平成２８年３月文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2016/07/14/1368460_1.pdf 

・「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（平成２９年３月文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_009.pdf 

・「いじめ対策に係る事例集」（平成３０年９月文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2018/09/25/1409466_001_1.pdf 

・「いじめ重大事態に関する国への報告について（令和５年３月１０日） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400142_00001.htm 

・「いじめ重大事態調査の基本的な対応チェックリストの配布について」（令和５年７月７日） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400142_00005.htm 

・いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について（通知）（令和 6年８月３０日） 

https://www.mext.go.jp/content/20240911-mext_jidou01-000037829_1..pdf 

 

○「生徒指導・進路指導研究センター」（国立教育政策研究所） 

https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div09-shido.html 

「生徒指導・進路指導研究センター」（国立教育政策研究所）より抽出 

・ 生 徒 指 導 リ ー フ 増 刊 号 「 い じ め の な い 学 校 づ く り ３  Leaves ． ６ 」 

https://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaves3.pdf 

・生徒指導支援資料 ６「いじめに取り組む」 

 https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/2806sien/index.htm 

・「学校の｢組織｣で行ういじめ「認知｣の手順 Leaf．１９」 

 https://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf19.pdf 

・ 「アンケート・教育相談をいじめ｢発見｣につなげる Leaf．２０」 

 https://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf20.pdf 
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